
1１．ほこみち制度(歩行者利便増進制度)について 1

■なんば広場の制度検討のための視点：事業収支の成立

・広場運営に関する負担金を捻出し続けることは難しいため、事業収支が成
立(赤字が出ない)することが必須

①収入を確保するために、柔
軟な道路空間活用ができる
制度が必須

②占用料を抑えるためのロ
ジックが必要

制度検討の前提条件

【課題１】
・地域環境保全活動にかかる
費用負担が増大のため、一定
の収益の確保が必要。

【課題2】
・なんば広場は路線価が高いた
め、9割減免でも占用料が高
額となり、事業収支が厳しい。
→9割減免でも、面占用した場合は1億
円を超える。
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■道路法の目的 道路は「交通」が主目的

■道路占用：無余地性の基準

敷地外に余地がなく、
やむ負えない場合のみ物を設置できる

道路は「交通」が目的のため、
原則、モノを置いたり、イベントを実施したるすることはできない
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2011年 道路占用特例制度

2016年 道路協力団体制度

2020年 ほこみち制度

■制度の比較



ほこみち制度の占用特例 道路協力団体制度 都市再生整備計画道路占用特例制度

制度の趣旨
道路管理者の目線

道路に「賑わいを目的とした空
間」を設定し、民間事業者による
活用により、地域の賑わい創出す
る

道路の清掃・除草・植栽などの道
路管理活動を行ってくれている団
体の活動資金の確保が目的

地方公共団体が計画へ位置付
けることにより、道路活用を柔軟
にし、まちのにぎわいや交流の場
の創出し、都市の再生に貢献

占用許可基準 無余地性の基準を緩和 無余地性の基準を緩和 無余地性の基準を緩和

占用主体
条件

なし 5年間の道路維持管理（清掃
等）実績

都市再生推進法人 等

占用期間 最長５年（公募不要）
公募の場合は最長20年

最長５年
※公募が必須

5年

設置物件 特例区域内では、看板・ベンチ・食事施
設・自転車駐車器具などの歩行者利便
増進施設等を無余地性にかかわらず許可
を受けて設置することが可能（歩行者の
利便の増進に資する物件）

活動区間内では、看板・ベンチ・食事施
設・駐車場・駐輪場などの工作物等を道
路管理者との協議により無余地性にかか
わらず設置することが可能（道路の通行
者又は利用者の利便の増進に資する物
件）

都市再生整備計画の区域内において道
路管理者が指定した区域に設けられる広
告塔等、食事施設等、自転車駐車器具
の占用許可基準の特例制度。

占用料 原則9割減免 免除 9割減免

収益 制限なし 道路協力団体はその業務で得
た収益を道路の管理業務とし
て還元

制限なし
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占用期間が20年(公募の場合)と
長く、収益用途の自由度が高い

占用料を免除をできる制度、収益用
途は道路の維持管理活用に限られる

都心部の開発に伴う道路活用でよく
利用されている

■制度の比較

実質変わりなし

例：御堂筋 例：グランフロント大阪
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■制度の比較
参考：なんば広場周辺の都市再生整備計画区域
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■当初の適用制度（常設時）想定
・道路協力団体とほこみち制度を併用することで、占用料免除と柔軟な占用の両立を
実現すること目指していた

課題点
①道路協力団体に基づく収益活動と支出活動、ほこみち制度に基づく収益活動と支
出活動を設定する必要があり、横断的な収益の使い方が難しくなる。

②事業収支も制度毎に取りまとめる必要があり、事務作業が煩雑になる。

２つの制度を組み合わせることで、収益用途の自由度が下がるため、
制度単独での適用を検討



ほこみちは「歩行者利便増進道路」の愛称です。
道路を歩行者にとって、もっと安心して歩ける、
楽しく過ごせる「みち」にしたい、そんな願いを込めました。
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かんたんに言うと、道路を「通行」以外の目的で柔軟に利用でき
るようにする制度のこと。この制度によって道路空間を活用する際
に必要となる道路占用許可が柔軟に認められるようになります。
制度を利用すると、たとえば、幅の広い歩道にオープンカフェやベン
チなどを置いて、歩行者にとって便利でにぎわいあふれる空間を創
り出すことができます。
※道路占用：道路にモノを設置し、継続して使うことを道路法では「占
用」といいます。
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(1)制度概要
・ほこみち制度は、
①歩行者利便増進道路を指定し、
②指定道路内に歩行者利便増進区域(ほこみち区域)を設定することで、
③区域内の道路占用許可が柔軟に認められる(無余地性の基準が緩和される)制度である。

※無余地性の基準
・道路を占用する場合（道路上にモノを置いたりする場合）、通常は道路の敷地外に余地がない場
合に限り占用が認められる。

■なんば広場の現在の状況

①歩行者利便増進道路：指定済
②歩行者指定増進区域：未指定
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(2)占用できる項目（設置できる内容）
・ほこみち区域内は、道路管理者・交通管理者と協議の元、下記の物件を設置できる。
イベント・オープンカフェ・可動式机椅子が設置可能になる

オープンカフェ
(滲み出し)

イベント

広告

机・椅子
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(3)占用期間と占用料
・ほこみち事業者を決定する方法として①非公募、②公募の2種類ある。
・公募・非公募の違いは「占用期間」であり、公募の場合は最大20年、非公募の場合
は最大5年となる。
・公募・非公募ともに、占用料は原則9割減免である。

①運営主体決定方法 公募 非公募

②期間 最大20年 最大5年

③占用料 原則、9割減免



１．ほこみち制度(歩行者利便増進制度)について 11

広場的に道路を活用している事例
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全面歩道でのほこみち制度活用事例
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ほこみち公募を実施した事例 ほこみち公募を実施している事例は
全国で①姫路市(本事例)と②調布市のみ
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時間帯規制にほこみち区域を導入している事例

なんさん通り南北の
北区間の参考事例
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